
r軍
郡
」
補
遺
1
「
軍
郡
事
」
の
検
討
を
中
心
に
ー

、Jノ

尾
　
孝
　
夫

は

じ
め
に

　
前
稿

「
義
煕
土
断
に

お

け
る
劉
裕
の
政
治
的
意
圖
ー
僑
豫
州
お
よ
び
僑
准
南
郡
の
實
土
化
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
に
お
い
て
は
、
當
時
の
「
軍

郡
」
な
る
語
句
の
検
討
を
手
が
か
り
に
し
て
、
義
煕
土
断
の
實
施
状
況
を
廣
い
地
域
か
ら
分
析
し
、
そ
れ
を
行
政
厘
分
の
整
理
の
影
響
を
直

接
受
け
る
州
鎭
と
の
關
わ
り
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
の
施
策
實
施
の
背
後
に
あ
る
劉
裕
（
後
の
宋
武
帝
）
の
政
治
的
意
圓
に
つ
い
て
考

究
し
た
。

　
そ

こ
で
は
、
ま
ず
「
軍
郡
」
が
無
實
土
の
僑
郡
を
あ
ら
わ
す
語
句
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
丹
陽
郡
域
に
關
わ
っ
て
現
れ
る

F
軍
郡
」
の
事
例
が
義
煕
土
断
を
境
に
確
認
し
得
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
原
因
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
。
そ
の
際
、
と
く
に
干
湖
を

中
心
と
し
た
丹
陽
郡
域
と
關
係
す
る
豫
州
督
將
の
勢
力
圏
に
お
け
る
義
煕
土
断
の
實
施
状
況
を
詳
し
く
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
、

僑
豫
州
お

よ
び
丹
陽
郡
域
に
僑
在
し
た
僑
准
南
郡
が
完
全
に
實
土
化
し
た
こ
と
を
再
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
前
後
の
豫
州
督
將
の
督
軍
権

域
の
分
析
か
ら
、
義
煕
土
断
が
、
豫
州
州
鎭
に
と
っ
て
は
力
量
の
大
幅
な
削
減
策
と
見
な
し
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
こ

（1）



に

奮
來
の
州
鎭
を
抑
制
す
る
形
で
改
編
せ
ん
と
す
る
義
煕
土
断
實
施
の
背
後
に
あ
る
劉
裕
の
政
治
的
意
圖
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
劉
裕
が

推
進
す

る
、
東
吾
的
盤
制
か
ら
、
州
鎭
の
力
を
抑
え
中
央
の
軍
事
力
量
を
強
化
す
る
と
い
う
南
朝
的
國
軍
髄
制
へ
の
改
編
の
一
端
を
も
明
瞭

　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

に

し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
前
稿
で
は
、
義
煕
土
断
に
お
け
る
劉
裕
の
政
治
的
意
圖
を
、
「
軍
郡
」
な
る
語
句
の
分
析
を
端
緒
に
論
じ
た
課
で
あ
る
が
、

そ

の

際
、
「
軍
郡
」
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
人
物
の
官
歴
記
載
に
登
場
す
る
「
軍
郡
如
故
」
「
復
前
軍
郡
」
の
事
例
を
中
心
に
分
析
し
た
。

實

は
、
史
乗
に
散
見
す
る
「
軍
郡
」
に
は
、
い
ま
↓
つ
の
事
例
が
あ
り
、
前
稿
で
は
、
上
記
の
官
歴
記
載
に
見
ら
れ
る
そ
れ
と
は
若
干
性
格

を
異
に
す
る
部
分
も
あ
る
た
め
、
併
せ
て
論
じ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
官
職
記
載
の
際
に
現
れ
る
も
の
で
、
都
督
以
下
の
統
軍
権
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

記
載
の
内
に
散
見
す
る
。
そ
れ
は
大
抵
「
都
督
（
督
）
…
諸
軍
郡
事
」
「
督
…
軍
郡
事
」
な
ど
と
登
場
す
る
（
以
下
、
「
軍
郡
事
」
と
稻
す
）
。

　
本
稿
で

は
、
こ
の
い
ま
1
つ
の
「
軍
郡
」
の
事
例
で
あ
る
「
軍
郡
事
」
を
と
く
に
取
り
あ
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
「
軍
郡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

お

よ
び
そ
の
關
係
の
研
究
に
備
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
本
考
究
を
通
し
て
、
改
め
て
「
軍
郡
」
と
義
煕
土
断
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
　
v

も
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

、

『宋
書
』
長
沙
王
道
憐
傳
お
よ
び
檀
砥
傳
に
見
え
る
「
軍
郡
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

　
つ
と
に
「
軍
郡
」
を
分
析
し
た
坂
元
義
種
氏
も
そ
の
用
例
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
よ
う
に
、
「
軍
郡
」
の
事
例
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
注

目
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
、
都
督
以
下
の
統
軍
権
域
記
載
内
に
散
見
す
る
「
軍
郡
事
」
が
あ
る
。
か
か
る
事
例
は
、
主
に
『
宋
書
』
の
な
か

で
確
認

し
得
、
い
ま
ま
で
記
載
上
の
ミ
ス
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
「
軍
郡
事
」
の
周
邊
に
つ
い
て
丹
念
に

精
査

し
て
い
く
と
、
や
は
り
あ
る
共
通
し
た
特
徴
に
氣
が
つ
く
。



　
本
章
で

は
、
長
沙
王
劉
道
憐
傳
に
見
え
る
「
軍
郡
事
」

傳
の
該
當
部
分
の
箇
所
1
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

1
、
（
義
煕
）

持
節
・
（
左
）

に

つ
い

て

ま
ず
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。
『
宋
書
』
巻
五
一
長
沙
王
道
憐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

八
年
、
高
租
伐
劉
毅
、
徴
爲
都
督
菟
青
二
州
（
揚
州
之
）
晋
陵
京
口
准
南
諸
郡
軍
事
、

將
軍
・
（
義
昌
）
太
守
如
故
、
還
鎭
京
口
。
（
傍
黙
‥
筆
者
）

克
青
州
刺
史
、
〔
校
勘
記
〕
（
使
）

2
、
〔
校
勘
記
〕
徴
爲
都
督
菟
青
二
州
巫
日
陵
京
口
准
南
諸
郡
軍
事
克
青
州
刺
史
　
「
諸
郡
軍
事
」
各
本
並
作
「
諸
軍
郡
事
」
、
張
元
濟
校

勘
記
云
、
「
當
作
諸
郡
軍
事
、
各
本
拉
謁
。
」
按
張
校
是
、
今
乙
正
。
又
コ
免
青
州
刺
史
」
、
孫
影
宋
書
考
論
云
、
「
此
青
字
渉
上
文
街
。

是
年
青
州
刺
史
命
檀
砥
。
」

（3）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

ー
の
列
傳
本
文
は
、
義
煕
八
年
（
四
一
二
）
に
、
劉
裕
の
次
弟
で
あ
る
劉
道
憐
が
北
府
督
將
と
な
っ
た
際
の
記
述
で
あ
る
。
併
せ
て
附
し
た

2
の
中
華
書
局
本
（
一
九
七
四
年
版
）
校
勘
記
に
よ
れ
ば
、
當
該
箇
所
は
、
も
と
も
と
参
考
に
し
た
各
版
本
で
は
、
都
督
以
下
の
督
軍
権
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
部
分

は
、
コ
免
青
二
州
晋
陵
京
口
准
南
諸
軍
郡
事
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
張
元
濟
百
柄
本
校
勘
記
の
「
ま
さ
に
諸
郡
軍
事
と
す
べ
き
で
あ
る
。

各
本
は
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
る
」
と
の
指
摘
に
從
い
「
諸
郡
軍
事
」
に
改
め
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
通
常
、
北
府
の
督
將
は
、
『
晋
書
』
な
ど
に
徴
す
る
と
「
徐
菟
青
三
州
揚
州
之
吾
陵
諸
軍
事
」
な
ど
と
統
軍
権
が
表
示
さ
れ
る
の
が
一
般

的
で

あ
り
、
こ
こ
で
も
「
諸
軍
事
」
と
記
し
て
く
れ
て
い
る
と
非
常
に
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
、
實
際
は
そ
う
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
讃

み
手
を
困
惑
さ
せ
る
。
か
り
に
張
元
濟
の
言
う
よ
う
に
「
諸
郡
軍
事
」
だ
と
、
「
以
上
の
諸
郡
の
軍
事
」
を
都
督
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ

そ

の

際
、
京
口
は
郡
名
で
は
な
く
都
市
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
晋
陵
京
口
」
の
箇
所
が
讃
み
切
れ
な
く
な
り
は
し
ま
い
か
。
そ
う
で



あ
れ
ば
、
長
き
に
わ
た
っ
て
「
諸
軍
郡
事
」
と
記
さ
れ
て
き
た
要
因
に
つ
い
て
も
一
考
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
章
で

は
、
か
か
る
観
鮎
か
ら
、
當
該
箇
所
が
「
諸
軍
郡
事
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
、
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
時
の
北
府
督
將
で
あ
る
劉
道
憐
の
都
督
穫
域
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
と
、
そ
の
厘
域
は
「
菟
州
青
州
の
二
州
そ
し
て
揚
州

の
巫口
陵
京

口
・
准
南
」
（
の
諸
軍
郡
の
事
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
菟
青
二
州
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
義
煕
⊥
ハ
年
に
南
燕
を
滅
ぼ

し
、
奮
青
州
の
全
域
お
よ
び
奮
菟
州
の
1
部
分
を
恢
復
し
た
ば
か
り
で
あ
る
實
情
、
さ
ら
に
は
史
料
上
に
「
徴
爲
…
」
、
「
還
鎭
京
口
」
と
は
っ

き
り
と
あ
る
事
實
か
ら
も
、
こ
の
義
煕
八
年
段
階
で
劉
道
憐
の
都
督
権
域
内
に
見
ら
れ
る
コ
免
青
二
州
」
が
、
も
と
も
と
の
奮
州
な
ど
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
く
、
巫
日
陵
郡
域
上
と
廣
陵
郡
域
上
に
僑
在
し
た
僑
菟
州
と
僑
青
州
を
主
と
し
て
指
し
て
い
た
こ
と
、
端
的
に
言
え
ば
、
そ
の
二
州
下
の
僑

民
を
圭
要
な
統
軍
封
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
菟
州
刺
史
（
『
宋
書
考
論
』
の
指
摘
に
從
い
、
菟
州
刺
史
の

み
言
及
）
も
こ
の
僑
州
の
刺
史
た
る
こ
と
を
圭
と
し
て
指
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
揚
州
の
晋
陵
郡
は
實
郡
で
は
あ
る
が
、
そ
の
郡
域
上
に
は
、
徐
州
、
翼
州
、
青
州
、
菟
州
な
ど
の
僑
州
下
の
僑
郡
が
多
く
無
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
の

状
態
で
僑
在

し
て
い
た
。
こ
の
黙
、
先
述
の
都
督
灌
域
記
載
内
の
コ
免
青
二
州
」
と
も
あ
る
程
度
封
雁
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
京
口
に
つ
い
て
言
え
ば
、
郡
名
で
は
な
い
が
、
北
府
の
根
接
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
時
期
、
當
地
に
は
、
翼
州
樂
陵
郡
、
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

州
卒

昌
郡
、
同
高
密
郡
、
徐
州
東
海
郡
な
ど
の
無
實
土
僑
郡
が
寄
治
し
た
重
要
地
で
あ
り
、
や
は
り
無
實
土
の
僑
郡
と
深
く
關
係
し
て
い
る

要
所
な
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
准
南
郡
も
、
前
稿
で
す
で
に
確
認
し
た
如
く
、
永
嘉
以
降
の
動
齪
を
避
け
、
長
江
を
渡
っ
た
奮
准
南
郡
民
の
た
め
に
干
湖
を
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

心
と
し
た
丹
陽
郡
域
に
僑
置
さ
れ
、
義
煕
九
年
の
土
断
時
ま
で
無
實
土
の
状
態
に
あ
っ
た
僑
郡
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方

で
、
彼
が
同
時
に
兼
任
す
る
太
守
も
注
目
に
値
す
る
の
で
、
こ
こ
で
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
こ
の
太
守
と
な
っ
た
義
昌
郡
に
つ
い
て
は
、

史
乗
に

ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
『
宋
書
』
巻
五
l
長
沙
王
道
憐
傳
の
こ
れ
以
前
の
記
述
に
、

（4）



3
、
（
義
煕
）
四
年
、
代
諸
葛
長
民
爲
井
州
刺
史
・
義
昌
太
守
、
（
龍
醸
）
將
軍
・
（
南
彰
城
）

自
彰
城
以
南
、
民
皆
保
聚
、
山
陽
・
准
陰
諸
戌
、
拉
不
復
立
。
道
憐
請
擦
彰
城
、
以
漸
修
創
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

征
虜
將
軍
・
督
准
北
軍
郡
事
・
北
東
海
太
守
、
井
州
刺
史
・
義
昌
太
守
如
故
。
（
傍
黙
・
傍
線

内
史
如
故
、
猶
歳
石
頭
。
時
鮮
卑
侵
逼
、

朝
議
以
彰
城
縣
遠
、
使
鎭
山
陽
。
進
號

：
筆
者
）

と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
『
宋
書
』
巻
五
一
臨
川
王
道
規
傳
に
も
、

4
、
進
卒
京
邑
、
（
桓
）
玄
敗
走
、
晋
大
將
軍
武
陵
王
遵
承
制
、

督
准
北
諸
軍
事
・
井
州
刺
史
、
義
日
日
太
守
如
故
。

　
　
　
　
　
以
道
規
爲
振
武
將
軍
・
義
昌
太
守
。

（傍
線
‥
筆
者
）

（中
略
）
－
進
號
輔
國
將
軍
・

と
あ
る
。
當
該
太
守
に
つ
い
て
は
、
義
煕
年
聞
の
上
記
の
史
料
に
現
れ
る
も
の
し
か
確
認
し
得
な
い
。
そ
の
際
、
井
州
刺
史
と
兼
任
さ
れ
る

場
合
が

多
い
こ
と
か
ら
、
奮
井
州
と
關
わ
り
の
あ
る
僑
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
僑
郡
で
あ
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
井
州
は
廣
陵
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

域
上

と
巫
口
陵
郡
域
上
に
僑
在
し
た
無
實
土
の
僑
州
で
あ
る
。
3
の
劉
道
憐
傳
か
ら
は
’
道
憐
が
、
義
煕
四
年
に
、
井
州
刺
史
・
義
昌
太
守
と

な
り
石
頭
城
の
守
備
役
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
が
、
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
宋
書
』
に
徴
す
る
と
、
建
康
で

在
職
し
な
が
ら
、
兼
任
し
得
る
僑
郡
の
太
守
は
、
長
江
以
南
の
建
康
周
邊
な
い
し
は
巫
口
陵
郡
域
上
に
僑
在
の
無
實
土
僑
郡
の
そ
れ
に
限
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　

る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
こ
の
時
も
、
晋
陵
郡
域
上
に
僑
置
さ
れ
て
い
た
無
實
土
の
僑
彰
城
の
内
史
を
も
担
當
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

義
昌
郡
も
ま
た
建
康
周
邊
も
し
く
は
晋
陵
郡
域
上
に
僑
在
し
た
無
實
土
の
僑
郡
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
に
道
憐
は
山
陽
へ
出
鎭
し
な

が

ら
も
、
な
お
井
州
刺
史
と
義
昌
太
守
を
帯
び
て
い
る
が
’
こ
う
し
た
そ
れ
ま
で
の
無
實
土
僑
郡
の
太
守
を
帯
び
た
ま
ま
出
鎭
し
た
り
征
討

に

出
る
ケ
ー
ス
は
ま
れ
に
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
『
宋
書
』
巻
七
七
沈
慶
之
傳
に
は
、

（5）



還
京
師
、

汚
。

復
爲
廣
陵
王
誕
北
中
郎
中
兵
参
軍
、
加
建
威
將
軍
・
南
濟
陰
太
守
。
雍
州
轡
又
爲
冠
、
慶
之
以
將
軍
・
太
守
復
與
随
王
誕
入

と
あ
り
、
宋
文
帝
の
時
代
、
沈
慶
之
（
呉
興
武
康
）
は
南
徐
州
刺
史
廣
陵
王
誕
（
文
帝
第
⊥
ハ
子
、
後
に
随
王
）
の
北
中
郎
中
兵
参
軍
・
建
威

將
軍
・
南
濟
陰
太
守
に
就
任
し
た
。
南
濟
陰
郡
は
、
當
時
、
南
徐
州
下
の
属
郡
で
晋
陵
郡
域
に
僑
在
し
た
無
實
土
僑
郡
で
あ
り
、
慶
之
は
そ

の

太
守
で

あ
っ
た
が
、
雍
州
蟹
討
伐
の
た
め
、
建
威
將
軍
と
南
濟
陰
太
守
を
帯
び
た
ま
ま
誕
と
と
も
に
出
撃
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
劉
道
憐
が
有
す
る
都
督
椹
域
お
よ
び
刺
史
・
太
守
が
、
い
ず
れ
も
無
實
土
の
僑
州
郡
、
よ
り
的
確
に
言
え
ば
、
當
時
僑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

民
を
把
握
す
る
際
、
重
要
な
軍
位
と
な
っ
た
僑
郡
と
密
接
に
關
わ
っ
て
お
り
、
彼
の
軍
事
管
轄
厘
域
が
圭
と
し
て
そ
の
實
域
を
有
し
な
い
僑

郡
、
な
い
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
僑
州
に
依
握
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、

も
と
も
と
『
宋
書
』
各
版
本
の
劉
道
憐
博
の
當
該
箇
所
が
、
「
諸
軍
郡
事
」
と
記
述
さ
れ
て
い
た
要
因
で
あ
っ
た
か
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
長
沙
王
道
憐
傳
に
は
、
3
の
箇
所
に
も
「
軍
郡
事
」
が
見
ら
れ
る
。
當
時
、
北
魏
と
南
燕
の
厘
力
を
受
け
准
水
沿
い
の
山
陽
・

准
陰
の
諸
戌
は
す
で
に
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
情
勢
下
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
北
邊
情
勢
の
立
て
直
し
を
圓
る
た
め
に
、
道
憐
は
自
身
が
彰

城
に

出
鎭
す
る
こ
と
を
願
い
出
る
が
、
朝
議
の
意
見
に
從
い
、
准
水
沿
い
の
山
陽
に
鎭
守
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
の
肩
書
き
が
、
「
征

虜
將

軍
・
督
准
北
軍
郡
事
・
北
東
海
太
守
、
井
州
刺
史
・
義
昌
太
守
」
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
奮
東
海
郡
（
北
東
海
郡
）
を

内
包
す
る
准
北
地
域
は
鮮
卑
勢
力
と
の
紛
争
地
帯
に
あ
り
、
通
常
の
統
治
を
行
え
る
は
ず
は
な
く
、
督
准
北
諸
軍
郡
事
お
よ
び
北
東
海
太
守

は
、
今
後
の
討
伐
を
想
定
し
た
、
東
海
郡
な
ど
北
方
か
ら
の
流
寓
集
團
、
そ
し
て
當
該
史
料
に
「
自
彰
城
以
南
、
民
皆
保
聚
」
な
ど
と
見
え

る
よ
う
な
准
北
地
域
に
黙
在
し
た
自
衛
集
團
な
い
し
流
民
集
團
を
統
軍
封
象
と
し
て
強
く
意
識
し
た
肩
書
き
と
こ
そ
理
解
し
得
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
軍
郡
事
」
も
、
そ
う
し
た
無
實
土
僑
郡
を
は
じ
め
と
し
た
流
寓
集
團
に
依
擦
し
た
軍
事
髄
制
の
實
態
を
色
濃
く
反
映

（6）



し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
次
の
『
宋
書
』
檀
砥
傳
の
事
例
は
、

た

い
。
『
宋
書
』
春
四
七
檀
砥
傳
に
、

こ
の
劉
道
憐
の
ー
の
そ
れ
の
督
軍
権
域
と
も
關
わ
る
の
で
、
こ
こ
で
併
せ
て
見
て
お
き

5
、
（
義
煕
）
八
年
、
遷
右
衛
將
軍
、

虜
將
軍
、
加
節
。
（
傍
鮎
‥
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

出
爲
輔
國
將
軍
・
宣
城
内
史
、
創
本
號
督
江
北
准
南
軍
郡
事
・
青
州
刺
史
・
廣
陵
相
。
進
號
征

と
あ
る
。
2
の
史
料
内
の
『
宋
書
考
論
』
は
、
檀
砥
（
高
卒
金
郷
）
が
當
時
青
州
刺
史
で
あ
る
の
で
、
劉
道
憐
は
菟
青
州
刺
史
で
は
な
く
、

菟
州
刺
史
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
依
握
史
料
で
も
あ
る
。
義
煕
八
年
に
、
右
衛
將
軍
よ
り
、
輔
國
將
軍
・
宣
城
内
史
に
就
任
し

た

後
、
督
江
北
准
南
軍
郡
事
・
輔
國
將
軍
・
青
州
刺
史
・
廣
陵
相
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
、
征
虜
將
軍
に
進
號
し
、
節
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
、
京
口
に
は
北
府
督
將
で
あ
る
劉
道
憐
が
鎭
守
し
、
長
江
を
挟
ん
だ
封
岸
の
廣
陵
に
は
檀
砥
が
出
鎭
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
檀
砥
は
、

北
府
督
將
劉
道
憐
の
都
督
コ
免
青
二
州
」
下
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
の
肩
書
き
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
青
州
刺
史
は
、

先
に

確
認

し
た
如
く
、
廣
陵
郡
域
上
と
巫
日
陵
郡
域
上
に
僑
在
し
た
僑
青
州
を
そ
の
統
治
の
主
た
る
封
象
と
す
る
。
廣
陵
相
は
、
廣
陵
郡
の
相

で
あ
る
。

　
で

は
、
「
督
江
北
准
南
軍
郡
事
」
の
「
江
北
准
南
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
當
該
地
域
は
、
實
郡
の
奮
廣
陵
郡
お
よ
び
奮
臨
准
郡
の
准
水

以
南
、
そ
し
て
奮
堂
邑
郡
の
領
域
に
ほ
ぼ
あ
た
る
。
廣
陵
郡
に
つ
い
て
言
え
ば
、
統
軍
域
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
當
時
准
北
の

奮
廣
陵
郡
域
を
實
質
的
に
支
配
し
得
て
い
た
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
状
態
に
あ
り
、
そ
の
う
え
潅
南
の
廣
陵
郡
域
に
は
膨
大
な
藪
の
流
民
が
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

入
す

る
と
と
も
に
、
奮
郡
民
は
多
く
江
南
に
移
佳
す
る
な
ど
、
實
郡
と
は
言
え
と
て
も
常
態
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
實

（7）



状
を
背
景
に
、
督
軍
域
は
「
督
廣
陵
」
な
ど
で
は
な
く
、
「
督
江
北
准
南
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
當
該
地
域
に
は
、
南
燕
討
伐
後
に
南

下

し
て
v
る
新
た
な
流
民
集
團
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
外
、
現
に
僑
東
卒
、
僑
卒
原
、
僑
齊
、
僑
濟
眠
、
僑
雁
門
、
僑
遼
西
、
僑
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

郡
な
ど
の
無
實
土
の
僑
郡
が
す
で
に
僑
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
廣
陵
郡
の
西
に
位
置
す
る
奮
堂
邑
郡
の
堂
邑
に
は
僑
秦
郡
も
寄
居
し
て
い

　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

た
。
こ
の
「
督
江
北
潅
南
軍
郡
事
」
は
、
そ
う
し
た
江
北
准
南
域
に
存
し
た
無
實
土
の
僑
郡
に
代
表
さ
れ
る
流
寓
集
團
を
主
た
る
統
軍
封
象

と
し
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
『
宋
書
』
長
沙
王
道
憐
傳
お
よ
び
檀
砥
傳
に
見
え
る
統
軍
権
域
記
載
内
の
「
軍
郡
事
」
の
周
邊
を
考
察
し
て
き
た
。
い
ず
れ
の
場

合
も
、
無
實
土
の
僑
郡
や
流
民
集
團
を
統
軍
封
象
と
す
る
よ
う
な
状
況
下
で
「
軍
郡
事
」
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

の

で
あ
る
。

11
、
『
宋
書
』
劉
敬
官
一
傳
に
見
え
る
「
軍
郡
事
」

（8）

そ

れ
で

は
、
次
に
劉
敬
宣
傳
に
見
え
る
「
軍
郡
事
」
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
『
宋
書
』
巻
四
七
劉
敬
宣
傳
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ー
、
盧
循
逼
京
師
、
敬
宣
分
領
鮮
卑
虎
班
突
騎
、
置
陣
甚
整
、
循
等
望
而
畏
之
。
遷
使
持
節
・
督
馬
頭
潅
西
諸
軍
郡
事
・
鎭
蟹
護
軍
・

准
南
安
豊
二
郡
太
守
・
梁
國
内
史
、
（
冠
軍
）
將
軍
如
故
。
循
既
走
、
8
從
高
祀
南
討
、
轄
左
衛
將
軍
、
加
散
騎
常
侍
。
（
傍
鮎
‥
筆
者
）

と
見
え
、
義
煕
⊥
ハ
年
（
四
1
o
）
、
孫
恩
の
残
党
を
率
い
て
い
た
盧
循
（
萢
陽
琢
、
孫
恩
妹
婿
）
の
建
康
進
行
が
退
け
ら
れ
た
後
、
劉
敬
宣
（
彰

城
）
は
、
使
持
節
・
督
馬
頭
准
西
諸
軍
郡
事
・
鎭
聲
護
軍
・
准
南
安
豊
二
郡
太
守
・
梁
國
内
史
・
冠
軍
將
軍
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み



に
、
『
宋
書
』
巻
四
五
向
靖
傳
に
は
、

2
、
（
義
煕
）

壽
陽
。

八
年
、
轄
游
撃
將
軍
、
尋
督
馬
頭
准
西
諸
郡
軍
事
・
龍
騒
將
軍
・
鎭
蟹
護
軍
・
安
豊
汝
陰
二
郡
太
守
・
梁
國
内
史
、
戌

と
見
え
、
義
煕
八
年
に
向
靖
（
河
内
山
陽
）
が
ほ
ぼ
同
等
の
肩
書
き
に
就
任
し
て
壽
陽
（
壽
春
）
に
出
鎭
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お

そ

ら
く
劉
敬
宣
の
場
合
も
、
す
ぐ
に
中
央
軍
武
官
の
左
衛
將
軍
に
轄
任
し
て
し
ま
っ
た
が
、
本
來
で
あ
れ
ば
、
壽
春
に
鎭
守
す
る
豫
定
で
あ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
劉
敬
宣
と
向
靖
の
肩
書
き
は
、
就
任
す
る
太
守
に
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
、
豫
州
督
將
下
の
最

前
線
駐
屯
部
隊
の
長
官
が
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。

　
1
1
つ
の
督
軍
権
域
を
比
較
す
る
と
、
向
靖
傳
で
は
、
「
諸
郡
軍
事
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
宋
書
』
に
お
い
て
、
そ
の
ほ
ぼ
同

時
期
の
督
軍
権
域
の

記
述
に

不
統
一
性
を
認
め
得
る
。
二
つ
の
場
合
、
ど
ち
ら
も
「
准
西
諸
軍
事
」
と
あ
れ
ば
、
非
常
に
理
解
し
や
す
い
が
、

劉
道
憐
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
向
靖
傳
に
つ
い
て
言
え
ば
、
い
ま
だ
敵
地
に
位
置
し
通
常
の
郡
政

を
行
え
な
い
よ
う
な
地
域
「
准
西
」
に
「
諸
郡
の
軍
事
」
と
い
う
形
で
統
軍
灌
を
設
定
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
覚
え
る
が
、
い
ま

こ
こ
で
は
、
向
靖
傳
の
如
く
記
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
追
及
す
る
こ
と
は
措
き
、
劉
敬
宣
傳
に
お
い
て
「
諸
軍
郡
事
」
と
記
載
さ
れ
た
要
因

に

つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
肩
書
き
内
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
劉
敬
宣
が
就
任
し
て
い
る
太
守
・
内
史
で
あ
る
。
准
南
郡
、
安
豊
郡
の
二
郡
太
守
、
そ
し
て
梁
國
内

史
を
帯
び
て
い
る
。
准
南
郡
は
、
前
章
で
確
認
し
た
如
く
江
南
丹
陽
郡
域
の
干
湖
に
寄
居
す
る
無
實
土
の
僑
郡
で
あ
る
。
安
豊
郡
の
沿
革
は

い

さ
さ
か
複
雑
で
は
あ
る
が
、
當
時
、
少
な
く
と
も
二
地
域
に
僑
安
豊
郡
が
僑
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
確
認
し
た
。

（9）



こ
こ
で
言
う
安
豊
郡
は
、
彼
の
出
鎭
豫
定
地
の
壽
春
と
の
位
置
關
係
か
ら
推
し
て
、
ざ
陽
郡
域
な
い
し
は
そ
の
周
邊
域
（
江
潅
聞
）
に
僑
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　

し
た
僑
安
豊
郡
の
太
守
を
圭
と
し
て
指
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
當
該
僑
安
豊
郡
も
義
煕
土
断
時
ま
で
は
無
實
土
の
状
態
に
あ
っ
た
。

　
そ

れ
で

は
、
梁
國
内
史
の
梁
郡
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
當
該
郡
に
つ
い
て
も
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ

の
概
要
の
み
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
梁
郡
は
、
東
晋
孝
武
帝
の
太
元
年
聞
（
三
七
六
～
三
九
六
）
に
、
壽
春
に
僑
置
さ
れ
無
實
土
の
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

あ
っ
た
が
、
義
煕
土
断
に
よ
り
當
地
に
實
土
化
し
た
と
推
定
さ
れ
る
僑
梁
郡
な
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
太
守
・
内
史
も
無
實
土
の
僑
郡
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。

　
そ

れ
で
は

次

に
、
督
軍
権
域
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
督
馬
頭
准
西
諸
軍
郡
事
」
の
「
馬
頭
」
に
つ
い
て
、
當
該
郡
に
關
し
て

も
前
稿
で
分
析
し
た
が
、
重
複
を
厭
わ
ず
、
こ
こ
で
い
ま
一
度
『
宋
書
』
巻
三
五
州
郡
一
徐
州
刺
史
・
馬
頭
太
守
の
項
を
畢
げ
、
そ
の
概
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

馬
頭
太
守
、
属
南
豫
州
、
故
准
南
當
塗
縣
地
、
晋
安
帝
立
、

去
京
都
水
一
千
七
百
五
十
、
陸
六
百
七
十
。

　
　
虞
縣
令
、
漢
奮
名
、
属
梁
郡
。
流
寓
因
配
。

　
　
零
縣
令
、
巫
臼
安
帝
立
。

　
　
濟
陽
令
、
故
属
濟
陽
。
流
寓
因
配
。

因
山
形
立
名
。
領
縣
1
1
1
o
戸
一
千
1
1
1
百
三
十
二
、
ロ
l
萬
二
千
三
百
一
十
。
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當
該
郡

は
、
奮
准
南
郡
當
塗
縣
の
地
に
、
晋
安
帝
の
時
に
設
立
さ
れ
、
山
の
形
に
よ
り
こ
の
名
が
つ
い
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。
ま
た
所
管

縣
を
一
瞥
す
る
と
、
虞
縣
は
、
奮
豫
州
梁
郡
下
に
属
し
て
い
た
縣
で
、
そ
の
「
流
寓
」
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
僑
縣
で
あ
り
、
ま
た
、
零
縣



は
、
奮
翼
州
清
河
郡
の
属
縣
で
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
も
そ
の
流
民
に
よ
っ
て
僑
立
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
僑
縣
、
さ
ら
に
、
濟
陽
縣
も
ま
た
、

桂
旦
免
州
濟
陽
郡
下
に
あ
っ
た
「
流
寓
」
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
僑
縣
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
管
轄
郡
を
異
に

す

る
流
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
馬
頭
郡
が
、
彼
ら
僑
民
の
た
め
に
新
立
さ
れ
た
新
僑
郡
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
た

だ
、
こ
の
際
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
馬
頭
太
守
の
項
に
見
え
る
「
吾
安
帝
立
」
な
る
記
載
で
あ
る
。
こ
の
馬
頭
郡
は
、
義
煕
⊥
ハ
年
の
劉

敬
宣
、
ま
た
同
八
年
の
向
靖
の
肩
書
き
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
義
煕
土
断
以
前
に
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
當
該
郡
が
、
義
煕
九

年

ま
で
無
實
土
の
状
態
で
存
在
し
、
こ
の
時
始
め
て
實
土
化
し
た
僑
郡
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

劉
敬
宣
の
都
督
就
任
段
階
で
の
馬
頭
郡
は
、
奮
准
南
郡
當
塗
縣
に
寄
治
し
て
い
た
無
實
土
の
馬
頭
郡
で
あ
っ
た
こ
と
を
了
解
し
得
る
の
で
あ

る
。　

で
は

績
け
て
、
督
「
准
西
」
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
潅
西
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
准
北
の
奮
豫
州
域
を
圭
眼
に
入
れ

て
い

る
こ
と
は
ま
ず
聞
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
准
水
以
北
の
奮
豫
州
域
は
、
後
秦
の
勢
力
下
に
あ
り
、
ま
だ
東
晋
の
版

圖
に
は
な
か
っ
た
。

　
本
來
、
准
水
南
岸
の
壽
春
に
駐
屯
す
る
豫
定
で
あ
っ
た
劉
敬
宣
に
と
っ
て
は
、
自
ら
が
擦
っ
て
立
つ
べ
き
軍
事
基
盤
が
敵
地
准
北
に
あ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
攻
め
込
む
こ
と
を
想
定
し
た
統
軍
権
域
の
可
能
性
が
高
い
（
義
煕
一
二
年
に
後
秦
討
伐

を
實
施
）
。
加
え
て
、
こ
の
就
任
が
義
煕
⊥
ハ
年
に
南
燕
を
討
伐
し
た
後
の
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
北
方
よ
り
新
た
に
流
入
し
て

V
る
流
民
集
團
や
、
准
西
地
域
に
あ
っ
て
東
晋
に
内
雁
す
る
流
寓
集
團
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
こ
の
統
軍
域
「
准
西
」
は
、
そ
う

し
た
流
寓
集
團
を
督
軍
権
内
に
包
摂
す
る
こ
と
を
意
圖
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
流
寓
集
團
以
外
に
、

前
の
劉
道
憐
の
事
例
で
は
、
都
督
権
域
記
載
内
の
「
徐
菟
二
州
」
と
巫
日
陵
郡
域
上
の
無
實
土
僑
郡
と
が
あ
る
程
度
封
雁
す
る
關
係
に
あ
っ
た

よ
う
に
、
准
南
に
僑
立
さ
れ
た
奮
准
西
の
諸
郡
も
、
こ
の
劉
敬
宣
の
督
軍
権
域
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（11）



　
も
し
か
か
る
想
定
に
あ
な
が
ち
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
い
か
な
る
僑
郡
が
こ
の
統
軍
権
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
に
は
、
ま
ず
劉
敬
宣
の
上
級
位
置
に
あ
る
豫
州
西
府
の
督
將
の
都
督
権
域
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
義
煕
⊥
ハ
年
に
劉
敬
宣
が
當
該
職
に
任
命
さ
れ
た
際
の
西
府
督
將
は
、
劉
毅
（
彰
城
浦
）
で
あ
っ
た
。
劉
毅
は
盧
循
に
敗
れ
、
こ
の
時
建
康

に

い
た

が
、
義
煕
八
年
四
月
の
荊
州
刺
史
就
任
時
ま
で
、
豫
州
刺
史
の
任
に
あ
り
、
「
都
督
豫
州
・
揚
州
之
准
南
・
歴
陽
・
盧
江
・
安
豊
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堂
邑
五
郡
諸
軍
事
」
の
督
軍
灌
お
よ
び
宣
城
郡
の
そ
れ
を
も
帯
び
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
統
軍
椹
域
の
内
、
歴
陽
郡
、
盧
江
郡
、

宣
城
郡
の
三
郡
は

實
郡
、
准
南
郡
は
、
前
述
の
如
く
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
無
實
土
の
僑
郡
で
あ
る
。
安
豊
郡
は
、
こ
こ
で
は
、
「
揚
州
之
」

に

含

ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
揚
州
に
隷
属
し
た
尋
陽
郡
僑
在
の
無
實
土
の
安
豊
郡
を
主
た
る
封
象
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

邑
郡
は
、
建
康
に
寄
治
し
た
、
こ
ち
ら
も
無
實
土
の
僑
郡
で
あ
っ
た
。
都
督
権
域
に
は
、
「
豫
州
」
と
あ
り
、
基
本
的
に
全
豫
州
下
に
影
響

力
を
有
し
得
た
こ
と
を
窺
え
る
。
ま
た
、
都
督
権
域
に
組
み
込
ま
れ
た
具
髄
名
の
あ
る
實
郡
の
位
置
お
よ
び
無
實
土
僑
郡
の
寄
治
の
所
在
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拗

ら
考
え
る
と
、
こ
の
時
の
豫
州
督
將
で
あ
る
劉
毅
の
軍
事
基
盤
が
、
奮
揚
州
域
内
に
あ
た
る
建
康
西
南
の
長
江
沿
岸
の
實
郡
、
お
よ
び
丹
陽
　
ー

郡
域
・
尋
陽
郡
域
僑
在
の
僑
郡
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
知
り
得
よ
う
。

　
な
お
、
江
州
境
域
に
寄
治
し
た
豫
州
の
汝
南
・
新
察
・
穎
川
・
西
陽
の
所
謂
豫
州
四
郡
は
、
江
州
刺
史
の
統
軍
灌
域
に
入
る
こ
と
が
多
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

こ
の
時
も
江
州
刺
史
の
何
無
忌
（
東
海
郊
）
の
下
に
あ
っ
た
。

　
そ
う
す
る
と
、
こ
の
時
、
敬
宣
の
「
准
西
諸
軍
郡
事
」
に
含
ま
れ
る
可
能
性
の
あ
る
奮
准
西
所
在
の
僑
郡
は
、
汝
南
・
新
察
・
頴
川
以
外

の

郡
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
す

な
わ
ち
、
こ
の
時
期
で
あ
れ
ば
、
壽
春
に
寄
治
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
前
述
の
僑
梁
郡
、
合
肥
に
寄
治
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
僑

汝
陰

郡
、
居
巣
東
南
に
寄
居
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
僑
誰
郡
が
畢
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
僑
郡
は
義
煕
土
断
ま
で
は
無
實
土
の
状
態
に
あ
っ

　
　
　
　
　
ハ
　
　

た

と
想
定
さ
れ
、
劉
敬
宣
が
督
軍
し
た
「
准
西
」
に
は
、
新
た
に
准
西
よ
り
流
入
し
た
流
寓
集
團
や
、
潅
西
地
域
で
東
巫
日
に
呼
雁
す
る
そ
れ



ら
だ
け
で
は
な
く
、
出
鎭
地
の
壽
春
に
僑
在
し
た
梁
郡
（
梁
郡
は
そ
の
内
史
で
も
あ
る
）
や
合
肥
の
汝
陰
、
居
巣
東
南
の
礁
郡
な
ど
の
江
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

准
南
域
僑
在
の
奮
准
西
の
諸
郡
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
こ
の
劉
敬
宣
の
肩
書
き
に
見
え
た
督
軍
灌
域
お
よ
び
太
守
・
内
史
が
、
い
ず
れ
も
無
實
土
の
僑
郡
と
深
く
關
係
し
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

改

め
て
了
解
さ
れ
た
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
統
軍
権
が
「
馬
頭
准
西
諸
軍
郡
事
」
と
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
要
因
で
あ
っ
た

よ
う
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
劉
敬
宣
傳
に
は
い
ま
1
つ
の
F
軍
郡
事
」
が
見
え
る
の
で
、
こ
こ
で
併
せ
て
一
見
し
て
お
こ
う
。
そ
の
督
軍
権
域
は
前
述
の

そ

れ

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
劉
裕
南
燕
討
伐
後
の
新
領
域
と
關
わ
っ
て
い
る
。
『
宋
書
』
劉
敬
宣
傳
1
の
そ
の
後
の
記
述
に
、

3
、
（
劉
）
毅
出
爲
荊
州
、
謂
敬
宣
日
、

租
笑
日
、
「
但
令
老
兄
卒
安
、
必
無
過
慮
。
」

州
刺
史
。
（
傍
鮎
・
傍
線
‥
筆
者
）

r吾
恭
西
任
、

欲
屈
卿
爲
長
史
・
南
蟹
、

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

豊
有
見
輔
意
乎
。
」
敬
宣
催
禍
及
、
以
告
高
租
。
高

出
爲
使
持
節
・
督
北
青
州
軍
郡
事
・
征
虜
將
軍
・
北
青
州
刺
史
、
領
清
河
太
守
、
尋
領
糞

（13）

と
見
え
、
義
煕
八
年
四
月
の
劉
毅
の
荊
州
赴
任
後
に
、
使
持
節
・
督
北
青
州
軍
郡
事
・
征
虜
將
軍
・
北
青
州
刺
史
、
領
清
河
太
守
に
就
任
し
、

績
け
て
、
翼
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
肩
書
き
は
、
義
煕
六
年
の
南
燕
討
滅
後
の
新
領
域
の
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
刺
史
・
太
守

か
ら
見
て
み
よ
う
。

　
刺
史
と
な
っ
た
北
青
州
に
つ
い
て
は
、
「
北
」
字
を
と
も
な
い
、
明
ら
か
に
先
に
述
べ
た
僑
青
州
と
は
厘
別
し
て
い
る
。
『
巫
呈
日
』
巻
一
五

地
理
下
青
州
條
に
は
、



慕
容
超
移
青
州
於
東
莱
郡
、
後
爲
劉
裕
所
滅
、
留
長
史
羊
穆
之
爲
青
州
刺
史
、

至
是
始
置
北
青
州
、
鎭
東
陽
城
、
以
僑
立
州
爲
南
青
州
。

築
東
陽
城
而
居
之
。
自
元
帝
渡
江
、
於
廣
陵
僑
置
青
州
。

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
三
⊥
ハ
州
郡
二
青
州
刺
史
の
條
に
は
、

青
州
刺
史
、
治
臨
溜
。
江
左
僑
立
、
治
廣
陵
。
安
帝
義
煕
五
年
、
卒
廣
固
、
北
青
州
刺
史
治
東
陽
城
、
而
僑
立
南
青
州
如
故
。

と
見
え
、
北
青
州
が
南
燕
討
伐
後
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。
な
お
、
南
燕
討
伐
時
、
ほ
ぼ
勝
敗
の
決
着
が
つ
い
た
義
煕
五
年
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

月
に
劉
裕
は
「
北
青
・
翼
二
州
刺
史
」
を
加
え
ら
れ
て
お
り
、
『
宋
書
』
州
郡
志
の
言
う
「
義
煕
五
年
」
と
は
こ
の
時
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
青
州
の
属
郡
を
『
宋
書
』
州
郡
志
と
『
晋
書
』
地
理
志
と
で
比
較
し
て
み
る
と
、
後
者
に
記
載
さ
れ
な
が
ら
前
者
に
見

ら
れ
な
い
郡
が
あ
る
。
そ
れ
は
城
陽
郡
で
あ
る
。
そ
の
消
滅
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
宋
書
』
州
郡
志
の
記
載
か
ら
、
奮
城

陽
郡
民
の

多
く
が
晋
陵
郡
域
に
流
入
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
得
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
城
陽
郡
の
存
績
に
影
響
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ

魏
。
ま
た
前
者
に
新
た
に
加
わ
っ
た
属
郡
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
奮
井
州
下
の
太
原
郡
で
あ
る
。
『
宋
書
』
春
三
六
州
郡
二
青
州
刺
史
・
太

原
太
守
の
項
に
は
、

（14）

太
原
太
守
、
秦
立
、
属
井
州
。
文
帝
元
嘉
十
年
、
割
濟
南
・
泰
山
立
。

と
あ
り
、
ま
た
、
所
管
縣
の
太
原
令
の
項
に
は
、



太
原
令
、
晋
安
帝
義
煕
中
土
断
立
、
属
泰
山
。

と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
、
『
宋
書
』
巻
三
五
州
郡
二
免
州
刺
史
・
泰
山
太
守
の
項
に
は
、

泰
山
太
守
、
漢
高
立
。
永
初

無
鉦
卒
縣
。
今
領
縣
八
。

（1l年
：
四
二
一
）
郡
國
（
志
）
又
有
山
荏
、
別
見
。
莱
蕪
、
漢
奮
名
。
太
原
本
郡
、
僑
立
此
縣
。
三
縣
、
而

と
見
え
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
記
事
を
線
合
す
る
と
、
も
と
も
と
こ
の
北
青
州
域
に
は
井
州
太
原
か
ら
の
流
民
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ

し
て
、
「
晋
安
帝
義
煕
中
」
と
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
義
煕
土
断
に
際
し
て
、
縣
と
し
て
實
土
化
さ
れ
、
鄭
接
す
る
菟
州
の
泰
山
郡
に
所
属

す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
宋
文
帝
の
元
嘉
十
年
（
四
l
l
l
］
1
1
）
に
な
っ
て
、
青
州
濟
南
郡
と
菟
州
泰
山
郡
の
一
部

を
割
き
、
新
た
に
郡
と
し
て
格
上
げ
さ
れ
太
原
郡
が
實
土
化
さ
れ
た
も
の
と
了
解
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
敬
宣
が
北
青
州
刺
史
に
就
任
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

た

義
煕
八
年
段
階
、
當
該
地
域
に
は
後
の
太
原
郡
の
母
髄
と
な
る
該
郡
か
ら
の
流
民
集
團
が
僑
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
も
と
か
ら
の
属
郡
の
北
海
郡
に
つ
い
て
も
、
『
宋
書
』
巻
三
⊥
ハ
州
郡
二
青
州
刺
史
・
北
海
太
守
の
項
に
、
「
寄
治
州
下
」
と
あ
り
、

所
管
縣
の
都
昌
令
の
項
に
は
、
「
都
昌
令
、
漢
奮
縣
。
寄
治
州
下
、
鹸
依
本
治
」
と
も
見
え
る
よ
う
に
、
「
寄
治
」
と
あ
っ
て
、
奮
郡
の
北
海

郡
で
す
ら
そ
の
一
部
が
流
寓
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
北
青
州
下
の
奮
郡
に
つ
い
て
も
、
當
時
通
常
の
郡
政
を

行

え
た
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
太
守
と
な
っ
た
清
河
郡
は
、
も
と
も
と
翼
州
の
属
郡
で
あ
る
が
、
『
魏
書
』
巻
一
〇
⊥
ハ
地
形
志
中
齊
州
・
東
清
河
郡
の
項
に
原
注

も
附
し
て
、
「
東
清
河
郡
劉
裕
置
、
魏
因
之
o
治
盤
陽
城
」
と
あ
り
、
こ
の
清
河
郡
が
、
晋
陵
郡
域
上
僑
在
の
僑
清
河
郡
と
は
別
の
、
南
燕
討

（15）



伐
前
後
に

新
た

に

糞

州
清
河
方
面
か
ら
流
入
し
た
流
寓
集
團
を
基
に
新
設
さ
れ
た
、
お
そ
ら
く
は
當
初
無
實
土
の
状
態
で
置
か
れ
た
僑
郡
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

あ
っ
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
北
討
に
備
え
、
さ
ら
に
翼
州
刺
史
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

の

翼

州
刺
史
は
、
廣
陵
郡
域
上
と
晋
陵
郡
域
上
に
僑
在
し
た
僑
翼
州
と
言
う
よ
り
は
、
前
述
の
北
青
州
の
新
立
と
同
時
に
立
て
ら
れ
た
北
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

の
翼
州

を
主
た
る
封
象
と
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
う
す
る
と
、
「
督
北
青
州
軍
郡
事
」
も
ま
た
、
新
立
の
北
青
州
域
に
僑
在
し
た
奮
井
州
や
奮
糞
州
な
ど
か
ら
の
流
民
集
團
や
、
そ
れ
ら

か

ら
な
る
無
實
土
の
僑
郡
、
そ
し
て
常
態
に
は
な
い
奮
郡
な
い
し
は
そ
こ
か
ら
登
生
し
た
流
寓
集
團
な
ど
を
統
軍
封
象
と
し
た
實
情
を
反
映

し
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
知
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
『
宋
書
』
劉
敬
宣
傳
に
見
え
る
「
軍
郡
事
」
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
第
一
章
で
取
り
あ
げ
た
長
沙

王
道
憐
傳
や
檀
砥
傳
の
場
合
と
同
様
に
、
無
實
土
の
僑
郡
な
い
し
は
流
民
集
團
を
主
要
な
統
軍
封
象
と
す
る
よ
う
な
状
況
下
で
こ
の
「
軍
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瑚

事
」
が
出
現
す
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

結
び

に
代
え
て

　
こ
れ
ま
で
二
章
に
わ
た
っ
て
、
「
軍
郡
」
の
い
ま
1
つ
の
事
例
で
あ
る
都
督
以
下
の
統
軍
槽
域
記
載
内
に
現
れ
る
「
軍
郡
事
」
を
検
討
し

て

き
た
。
そ
の
結
果
、
「
軍
郡
」
を
含
む
こ
の
「
軍
郡
事
」
な
る
表
現
が
、
主
と
し
て
無
實
土
の
僑
郡
な
い
し
は
流
寓
集
團
を
そ
の
統
軍
封

象
と
す
る
よ
う
な
状
況
下
で
出
現
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
前
稿
で

は
、
「
軍
郡
如
故
」
「
復
前
軍
郡
」
の
事
例
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
「
軍
郡
」
が
無
實
土
の
僑
郡
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か

ら
、
各
事
例
内
の
「
軍
郡
」
が
そ
の
郡
太
守
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
を
突
き
と
め
た
。
本
稿
で
は
、
統
軍
権
域
記
載
内
に
出
現
す
る
「
軍
郡



事
」
を
検
討
し
た
詳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
場
合
は
、
無
實
土
の
僑
郡
の
み
に
限
定
こ
そ
で
き
な
い
が
、
や
は
り
そ
の
督
軍
域
に
は
主
と
し

て
無
實
土
の
僑
郡
が
深
く
關
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
「
軍
郡
事
」
が
、
流
寓
の
状
態
に
あ
っ
て
軍
政
と
民
政
と
を
裁
然
と
系
統
分
け
で
き
ぬ
集

團
を
主
に
そ
の
統
軍
封
象
と
す
る
状
況
下
で
現
れ
て
い
る
こ
と
を
推
察
し
得
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
稿
で
は
、
「
軍
郡
」
な
る
呼
稻
が
、
當
時
の
無
實
土
僑
郡
下
僑
民
の
軍
事
的
重
要
位
置
と
密
接
な
る
關
係
を
有
し
て
い
た

こ
と
か
ら
現
れ
た
こ
と
を
推
測
的
に
指
摘
し
た
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
今
同
の
「
軍
郡
事
」
の
検
討
結
果
と
と
も
に
改
め
て
考
え
併
せ
て
み

る
と
、
か
か
る
「
軍
郡
」
な
る
呼
稻
が
、
こ
の
無
實
土
僑
郡
の
軍
事
的
位
置
に
關
わ
る
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
も
關
わ

る
が
、
も
と
も
と
、
無
實
土
の
僑
郡
を
は
じ
め
と
し
た
通
常
の
郡
縣
と
は
異
な
る
、
統
治
に
際
し
て
軍
民
が
渾
然
一
髄
と
な
る
よ
う
な
同
質

の

集
團
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
か
ら
出
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
新
た
に
推
知
し
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
義
煕
年
聞
に
出
現
し
た
こ
の
「
軍
郡
」
を
含
む
「
軍
郡
事
」
と
い
う
督
軍
権
域
記
載
内
の
記
述
は
、
義
煕
九

年
の
義
煕
土
断
以
降
に

お

い

て

は
、
ま
っ
た
く
史
乗
に
見
出
せ
な
く
な
る
。
こ
の
黙
は
、
前
稿
で
分
析
し
た
「
軍
郡
如
故
」
「
復
前
軍
郡
」

な
ど
の
事
例
が
、
晋
陵
郡
域
で
は
義
煕
土
断
以
降
に
お
い
て
も
一
例
見
ら
れ
た
の
に
封
し
て
、
干
湖
を
中
心
と
し
た
丹
陽
郡
域
で
は
絶
え
て

検

出
し
得
な
く
な
る
現
象
と
若
干
異
な
り
は
す
る
が
、
義
煕
土
断
を
大
き
な
轄
換
貼
と
す
る
こ
の
こ
と
は
、
「
軍
郡
事
」
な
る
表
現
が
、
軍

な
る
偶
然
の
産
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
そ

の

際
、
東
巫
日
末
を
記
録
し
た
史
書
と
し
て
は
『
晋
書
』
を
看
過
し
て
は
な
ら
ず
、
『
晋
書
』
に
も
當
然
「
軍
郡
」
お
よ
び
「
軍
郡
事
」

の
事
例
の
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
實
際
は
、
『
晋
書
』
の
な
か
に
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
『
晋
書
』
の
官
職

記
載
に

あ
っ
て
は
、
督
軍
灌
部
分
の
末
尾
の
記
載
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
諸
軍
事
」
な
い
し
は
「
軍
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て

は
、
そ
の
正
史
の
編
纂
時
期
の
問
題
が
關
係
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
『
巫
日
書
』
は
唐
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た

正
史
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
編
纂
に
携
わ
っ
た
唐
初
の
人
々
の
な
か
に
は
、
「
軍
郡
」
お
よ
び
そ
れ
と
關
わ
る
「
軍
郡
事
」
に
つ
い
て
の
理

（17）



解
は

欠

如
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
「
諸
軍
事
」
な
い
し
は
「
軍
事
」
で
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
鮎
、
前
稿

で
検
討

し
た
事
例
も
含
め
れ
ば
、
「
軍
郡
」
お
よ
び
「
軍
郡
事
」
が
残
存
す
る
の
は
『
宋
書
』
お
よ
び
『
南
齊
書
』
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
撰
者
で

あ
る
沈
約
（
呉
興
武
康
）
と
粛
子
顯
（
蘭
陵
、
南
齊
豫
章
王
疑
第
八
子
）
は
、
前
者
は
宋
代
か
ら
梁
代
に
か
け
て
、
後
者
は
南
齊

代
か

ら
梁
代
に
か
け
て
を
生
き
た
同
時
代
人
達
で
あ
っ
て
、
「
軍
郡
」
の
實
態
を
な
お
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
『
宋

書
』
と
『
南
齊
書
』
の
そ
の
後
の
傳
爲
の
過
程
で
’
そ
う
し
た
記
述
の
多
く
は
過
誤
と
し
て
書
き
改
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
宋

書
』
と
『
南
齊
書
』
内
に
現
存
す
る
「
軍
郡
」
お
よ
び
「
軍
郡
事
」
の
事
例
は
、
そ
う
し
た
な
か
で
辛
う
じ
て
残
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推

　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ

れ
で

は
、
か
か
る
「
軍
郡
事
」
な
る
記
述
が
、
義
煕
土
断
以
降
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
話
を
こ
の
問
題
に
戻

す

と
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
義
煕
土
断
が
州
鎭
髄
制
の
再
編
を
含
意
し
た
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
と
深
く
關
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
義
煕
土
断
に

お

け
る
豫
州
督
將
下
の
領
域
に
お
け
る
僑
州
郡
縣
の
實
土
化
の
様
相
は
す
で
に
前
稿
で
見
た
。
ま
た
、
義
煕
土
断
以
の
際
、

t＄m
陵
郡
域
上
の
無
實
土
僑
郡
は
な
お
無
實
土
と
さ
れ
た
が
、
一
方
で
行
政
厘
分
の
整
理
は
進
め
ら
れ
、
廣
陵
郡
域
に
お
い
て
は
實
域
を
有
す

る
山
陽
郡
、
海
陵
郡
、
肝
胎
郡
、
鍾
離
郡
な
ど
の
新
立
郡
が
立
て
ら
れ
る
な
ど
、
北
府
督
將
と
關
わ
る
地
域
に
お
い
て
も
實
土
化
を
意
識
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

た

施
策
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
新
領
地
の
北
青
州
域
に
お
い
て
も
、
「
安
帝
義
煕
中
土
断
」
な
る
記
述
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

當
該
土
断
に

よ
る
僑
太
原
縣
の
實
土
化
を
想
定
し
得
た
。
北
青
州
全
域
で
は
な
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
確
か
に
實
土
化
の
方
向
性

を
看
取
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
義
煕
土
断
で
は
、
土
断
史
上
は
じ
め
て
大
々
的
に
實
土
化
土
断
が
實
施
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
實
土
化
を
全
版
圓
一
律
に
行
う
こ
と
は

も
と
よ
り
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
實
土
化
の
改
革
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
状
況
な
ど
に
雁
じ
て
徐
々
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
當

該
土
断
で

は
、
こ
の
實
土
化
の
方
針
が
確
か
に
各
地
域
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
い
ま
ま
で
と
は
異
な
る
土
断
實
施
の

（18）



背
後
に
は
、
東
巫
日
的
な
無
實
土
の
僑
州
郡
縣
に
基
づ
い
た
非
常
時
的
な
州
鎭
暢
制
を
改
め
、
土
着
化
に
主
眼
を
置
い
た
編
戸
齊
民
的
支
配
に

基
づ

く
州
鎭
髄
制
へ
の
方
向
の
轄
換
を
圓
る
意
圖
が
存
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
義
煕
土
断
は
、
そ
う
し
た
改
革
の
手
始
め
と
し
て
位
置

づ

け
ら
れ
る
が
、
こ
の
劉
裕
の
州
鎭
鵠
制
の
再
編
と
「
軍
郡
事
」
が
史
乗
か
ら
姿
を
滑
す
現
象
と
が
密
接
に
關
係
し
合
っ
て
い
た
こ
と
が
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
今
同
検
討
し
た
「
軍
郡
事
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
近
世
以
降
を
見
据
え
た
制
度
史
的
覗
黙
、
す
な
わ
ち
、
督
軍
権
内
に
お
け

る
軍
事
と
郡
事
の
管
轄
の
別
の
登
生
と
展
開
と
い
っ
た
側
面
か
ら
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
「
軍
郡

事
」
な
る
記
述
が
現
れ
る
の
が
、
義
煕
年
間
に
ほ
ぼ
局
限
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
問
題
の
検
討
を
非
常
に
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。

↑注（2
）

（3
）

（4
）

（5
）

（6
）

拙
稿
「
義
煕
土
断
に
お
け
る
劉
裕
の
政
治
的
意
圖
ー
僑
豫
州
お
よ
び
僑
准
南
郡
の
實
土
化
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
七
十
七
巻
第
一
號
、

110
1
八
年
）
。

坂
元
義
種

『
古
代
東
ア

ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
。

ち
な
み
に
、
こ
の
時
、
輔
政
の
任
に
あ
た
る
太
尉
・
都
督
一
六
州
（
揚
徐
菟
豫
青
糞
幽
井
江
荊
司
梁
盆
寧
雍
涼
）
諸
軍
事
・
揚
徐
二
州
刺
史
の
劉
裕
が
、

都
建
康
に

あ
っ
て
、
道
憐
の
上
級
位
置
に
存
し
た
（
『
宋
書
』
巻
一
・
二
武
帝
紀
）
。

僑
菟
州
と
僑
青
州
に
つ
い
て
は
、
『
巫
日
書
』
巻
一
四
地
理
上
菟
州
條
、
『
晋
書
』
巻
一
五
地
理
下
青
州
條
、
『
宋
書
』
巻
三
五
州
郡
一
南
徐
州
刺
史
の
條
、

同
南
克
州
刺
史
の
條
、
『
宋
書
』
巻
三
六
州
郡
二
青
州
刺
史
の
條
、
お
よ
び
、
安
田
二
郎
『
六
朝
政
治
史
の
研
究
』
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、

110
0
三
年
、
第
皿
編
第
十
1
章
「
僑
州
郡
縣
制
と
土
断
」
、
胡
阿
詳
『
東
晋
南
朝
僑
州
郡
縣
與
僑
流
人
口
研
究
』
江
蘇
教
育
出
版
吐
、
二
〇
〇
八
年
、

第

二
篇

「
東
晋
南
朝
僑
州
郡
縣
考
表
」
第
六
章
・
第
八
章
、
参
照
。

巫目
陵
郡
域
上
に

僑
在

し
た
僑
州
郡
縣
に
つ
い
て
は
、
安
田
二
郎
前
掲
注
（
4
）
論
文
、
参
照
。

僑
東
海
郡
に

つ
い
て

は
、
『
宋
書
』
巻
三
五
州
郡
一
南
徐
州
刺
史
・
南
東
海
太
守
の
項
に
、

　
　
晋
元
帝
初
、
割
呉
郡
海
虞
縣
之
北
境
爲
東
海
郡
、
立
郊
・
胸
・
利
城
三
縣
、
而
祀
其
・
裏
責
等
縣
寄
治
曲
阿
。
穆
帝
永
和
中
、
郡
移
出
京
口
、
郊

（19）



（7
）

（8
）

（9
）

（1
）

（1
1
）

　
　
等
三
縣
亦
寄
治
於
京
。
文
帝
元
嘉
八
年
立
南
徐
、
以
東
海
爲
治
下
郡
、
以
丹
徒
属
焉
。
郊
・
利
城
拉
爲
實
土
。

と
あ
り
、
當
初
、
呉
郡
の
海
虞
縣
の
北
境
を
割
い
て
一
部
實
土
化
さ
れ
た
が
、
穆
帝
永
和
（
三
四
五
～
三
五
六
）
中
に
、
京
口
に
移
さ
れ
無
實
土
化

す

る
。
再
び
一
部
實
土
化
す
る
の
は
、
元
嘉
八
年
（
四
l
l
l
　
1
）
　
g
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
こ
の
時
期
、
僑
東
海
郡
が
、
京
口
に
僑
在
し
て
い

た
こ

と
は
閲
違
い
な
い
。

ま
た
、
僑
樂
陵
郡
・
僑
卒
昌
郡
・
僑
高
密
國
、
僑
東
海
郡
に
つ
い
て
は
、
胡
阿
詳
前
掲
注
（
4
）
書
第
二
篇
第
七
章
・
第
八
章
、
参
照
。

な
お
、
僑
樂
陵
郡
に
つ
い
て
は
、
『
宋
書
』
春
三
五
州
郡
一
南
徐
州
刺
史
・
南
卒
昌
太
守
・
新
樂
令
の
項
に
、
「
二
漢
無
、
魏
分
卒
原
爲
樂
陵
郡
、
属

翼
州
、
而
新
樂
縣
属
焉
。
晋
江
左
立
樂
陵
郡
及
諸
縣
、
後
省
、
以
新
樂
縣
属
此
」
と
見
え
、
後
に
新
樂
縣
に
集
約
・
降
格
の
う
え
、
南
卒
昌
郡
下
に

編
入
さ
れ
て
い
る
が
、
安
田
二
郎
前
掲
注
（
4
）
論
文
は
、
そ
れ
を
義
煕
土
断
時
の
こ
と
と
想
定
し
て
い
る
。

前
掲
注

（
1
）
拙
稿
、
参
照
。

僑
井
州
に
つ
い
て
は
、
『
宋
書
』
巻
三
五
州
郡
一
南
徐
州
刺
史
の
條
、
同
南
菟
州
刺
史
の
條
、
お
よ
び
、
安
田
二
郎
前
掲
注
（
4
）
論
文
、
胡
阿
詳
前

掲
注
（
4
）
書
第
二
篇
第
七
章
、
参
照
。

當
該
時
期
に
お
け
る
事
例
に
つ
い
て
は
’
例
え
ば
、
『
宋
書
』
巻
四
七
孟
懐
玉
傳
附
龍
符
傳
、
同
劉
敬
宣
傳
、
『
宋
書
』
巻
四
九
劉
鍾
傳
な
ど
、
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6

か
か

る
就
任
形
態
は
、
南
朝
以
降
も
は
っ
き
り
と
看
取
し
得
る
。
南
朝
以
降
の
無
實
土
僑
郡
太
守
の
就
任
形
態
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
南
朝
宋
齊
時
　
⑫

期
の
國
軍
彊
制
と
僑
州
南
徐
州
」
（
『
唐
代
史
研
究
』
第
＝
二
號
、
二
〇
一
〇
年
）
お
よ
び
そ
の
別
表
「
南
朝
宋
齊
時
期
南
徐
州
無
實
土
僑
郡
太
守
一

覧
表
」
を
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
こ
の
義
昌
郡
に
つ
い
て
、
胡
阿
詳
前
掲
注
（
4
）
書
第
二
篇
第
七
章
は
、
『
宋
書
』
長
沙
王
道
憐
傳
の
記
事
か
ら
、
そ
の
僑
在
の
地
を
山
陽
で

は

な
い
か
と
推
測
的
に
述
べ
る
一
方
、
そ
れ
が
僑
郡
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
と
注
記
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
傾
聴
に
値

す

る
が
、
本
稿
で
は
、
本
文
で
述
べ
た
通
り
、
義
昌
郡
を
江
南
の
建
康
周
邊
も
し
く
は
巫
日
陵
郡
域
上
に
僑
在
し
た
無
實
土
の
僑
郡
と
考
え
た
。

こ
こ
で
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
念
の
た
め
補
足
し
て
お
く
と
、
僑
民
の
基
本
的
な
所
属
軍
位
は
僑
縣
で
あ
る
。
た
だ
し
、
政
権
側
が
彼
ら
僑
民
を

把
握
す

る
際
は
、
縣
レ
ベ
ル
よ
り
は
む
し
ろ
敷
縣
で
構
成
さ
れ
た
僑
郡
を
重
覗
し
て
い
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
様
々
な

方

面
か
ら
傍
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
そ
の
一
端
を
確
認
し
て
お
く
と
、
僑
州
郡
縣
を
設
け
る
際
、
ま
ず
諸
僑
郡
縣
を
立
て
流

民
を
統
括
し
、
然
る
後
、
僑
州
に
所
属
さ
せ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
巫
田
書
』
巻
一
五
地
理
下
・
徐
州
條
に
、

　
　
元
帝
渡
江
之
後
、
徐
州
所
得
惟
牛
、
乃
僑
置
准
陽
・
陽
卒
・
濟
陰
・
北
濟
陰
四
郡
。
又
娘
邪
國
人
随
帝
過
江
者
、
途
置
懐
徳
縣
及
娘
邪
郡
以
統
之
。

　
　
是
時
、
幽
・
翼
・
青
・
井
・
菟
五
州
及
徐
州
之
准
北
流
人
相
帥
過
江
准
、
帝
拉
僑
立
郡
縣
以
司
牧
之
。
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と
あ
り
、
州
よ
り
も
ま
ず
僑
郡
縣
で
流
民
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
看
取
し
得
る
し
、
『
晋
書
』
巻
一
四
地
理
上
・
豫
州
條
に
は
、

　
　
元
帝
渡
江
、
以
春
穀
縣
僑
立
裏
城
郡
及
繁
昌
縣
。
成
帝
乃
僑
立
豫
州
於
江
准
之
間
、
居
蕪
湖
。

と
あ
っ
て
、
豫
州
の
僑
立
よ
り
も
早
く
に
（
奮
豫
州
）
裏
城
郡
繁
昌
縣
の
流
民
に
封
雁
し
て
、
い
ち
早
く
僑
郡
縣
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の

こ
と
を
傍
証
し
よ
う
。
僑
州
よ
り
も
僑
郡
が
流
民
の
統
括
に
と
っ
て
重
要
な
軍
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
知
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

永
嘉
の
齪
後
に
お
け
る
廣
陵
郡
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
廣
陵
の
高
岩
と
そ
の
周
邊
ー
六
朝
南
人
の
一
様
相
ー
」
（
『
静
岡
大
學
人
文
杜
會
科
學

部
人
文
論
集
』
第
六
三
號
の
二
、
二
〇
＝
二
年
）
を
参
照
。

廣
陵
郡
域
上
の
無
實
土
僑
郡
に
つ
い
て
は
、
安
田
二
郎
前
掲
注
（
4
）
論
文
、
参
照
。

堂
邑
寄
居
の
僑
秦
郡
に
つ
い
て
は
、
『
晋
書
』
巻
一
四
地
理
上
雍
州
條
、
『
宋
書
』
春
三
五
州
郡
一
南
菟
州
刺
史
・
秦
郡
太
守
の
項
、
参
照
。

前
掲
注

（
1
）
拙
稿
。

前
掲
u
i
　
（
1
）
拙
稿
。

前
掲
注

（
1
）
拙
稿
。

『
巫日
書
』
巻
一
〇
安
帝
紀
’
同
巻
八
五
劉
毅
傳
。
『
宋
書
』
巻
一
・
二
武
帝
紀
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D

こ
の
劉
毅
の
督
軍
権
域
に
見
え
る
安
豊
郡
、
堂
邑
郡
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
］
9
0
掲
注
（
1
）
拙
稿
、
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口

『
督
書
』
巻
八
五
何
無
忌
傳
。

な
お
、
豫
州
四
郡
に
つ
い
て
は
、
安
田
二
郎
前
掲
注
（
4
）
論
文
、
参
照
。

僑
諜
郡
お
よ
び
僑
汝
陰
郡
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
1
）
拙
稿
、
参
照
。

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
観
鮎
か
ら
考
え
れ
ば
、
前
章
史
料
3
に
見
え
た
劉
道
憐
が
有
し
た
「
督
准
北
軍
郡
事
」
の
統
軍
封
象
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に

江
北
准
南
域
に
無
實
土
で
僑
在
し
た
奮
准
北
の
諸
郡
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
も
し
以
上
の
本
文
考
察
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
は
、
向
靖
傳
の
督
軍
権
域
の
如
く
、
「
准
西
の
諸
郡
の
軍
事
」

と
記
さ
れ
て
い
て
も
意
は
通
ず
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
向
靖
傳
の
記
述
は
、
『
宋
書
』
博
爲
の
歴
史
の
な
か
で
、
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
っ

た
結
果
の
そ
れ
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

『
宋
書
』
巻
一
武
帝
紀
義
煕
五
年
七
月
の
條
。

『
宋
書
』
巻
1
1
1
u
s
州
r
a
　
1
南
徐
州
刺
史
の
條
に
よ
れ
ば
、
宋
代
に
は
、
西
巫
日
時
に
城
陽
郡
の
属
縣
で
あ
っ
た
菖
縣
と
姑
幕
縣
は
南
徐
州
下
南
東
莞
郡
の

所
管
縣
と
な
っ
て
お
り
、
奮
城
陽
郡
民
の
多
く
が
管
陵
郡
域
に
流
入
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
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こ
の
井
州
太
原
か
ら
の
流
民
に
關
し
て
附
言
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
當
初
彼
ら
を
基
に
太
原
郡
が
僑
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
義
煕
土
断
時
に
そ

れ
が
縣
に

降
格
の
う
え
實
土
化
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

北
青
州
に
僑
立
の
清
河
郡
に
つ
い
て
は
、
胡
阿
詳
此
9
0
掲
注
（
4
）
書
第
二
篇
第
七
章
、
参
照
。

僑
糞
州
に
つ
い
て
は
、
『
宋
書
』
巻
三
五
州
郡
一
南
徐
州
刺
史
の
條
、
安
田
二
郎
前
掲
注
（
4
）
論
文
、
胡
阿
詳
前
掲
注
（
4
）
書
第
二
篇
第
七
章
、

参
照
。

ち
な
み
に
、
『
宋
書
』
巻
三
六
州
郡
二
翼
州
刺
史
の
條
に
、
「
江
左
立
南
翼
州
、
後
省
。
義
煕
中
更
立
、
治
青
州
、
又
省
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
「
義
煕

中
更
立
、
治
青
州
」
と
言
う
翼
州
が
、
こ
の
時
新
た
に
立
て
ら
れ
た
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
「
軍
郡
事
」
に
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
『
南
齊
書
』
巻
五
九
氏
傳
に
、
「
太
祀
（
薫
道
成
）
以
（
楊
）
文
弘
背
叛
、
進
（
楊
）
廣
香
爲
持
節
．

都
督
西
秦
州
刺
史
。
廣
香
子
北
部
鎭
將
軍
郡
事
艮
爲
征
虜
將
軍
・
武
都
太
守
」
な
る
記
述
が
あ
る
。
こ
の
「
北
部
鎭
將
軍
郡
事
」
が
如
何
な
る
職
で
あ
っ

た

か
に

つ
い
て
は

不

明
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
「
軍
郡
事
」
と
の
關
係
性
に
つ
い
て
は
確
認
し
よ
う
も
な
い
が
、
氏
族
の
統
治
に
關
わ
る
官
職

と
考
え
ら
れ
、
常
態
に
は
な
い
特
殊
な
状
況
下
で
現
れ
た
「
軍
郡
事
」
と
も
あ
る
い
は
通
底
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

前
掲
注

（
1
）
拙
稿
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

巫日
陵
郡
域
お

よ
び
廣
陵
郡
域
に
お
け
る
義
煕
土
断
の
實
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
安
田
二
郎
前
掲
注
（
4
）
論
文
、
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口

前
掲
注

（
1
）
拙
稿
、
参
照
。

な
お
、
義
煕
九
年
の
土
断
後
、
劉
裕
が
後
秦
を
滅
ぼ
し
た
後
に
、
劉
道
憐
は
再
び
北
府
督
將
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
宋
書
』
同
傳
に
は
、

　
　
高

租
卒
定
三
秦
、
方
思
外
略
、
徴
道
憐
還
爲
侍
中
・
都
督
徐
菟
青
三
州
揚
州
之
巫
日
陵
諸
軍
事
・
守
省
書
令
・
徐
克
二
州
刺
史
、
（
使
）
持
節
・
（
標

　
　
騎
）
將
軍
如
故
。
元
煕
元
年
（
四
l
九
）
、
解
借
書
令
、
進
位
司
空
、
出
鎭
京
口
。
（
傍
鮎
‥
筆
者
）

と
あ
り
、
そ
の
都
督
権
部
分
の
末
尾
の
記
載
は
、
「
諸
軍
事
」
に
愛
化
し
て
い
る
。

附
記

r軍
郡
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
究
を
進
め
る
な
か
で
、

を
表
し
ま
す
。

か

つ
て
孫
正
軍
お

よ
び
海
野
洋
卒
両
氏
よ
り
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意


